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10月
（神無月） OCTOBER
10日・体育の日

従業員を増加させた場合に、増加従業員数
に20万円を乗じた金額を税額控除できる雇用
促進税制を適用するためには、一定期間内に
ハローワークに雇用促進計画を提出しなけれ
ばなりませんが、本年４月１日～８月31日ま
でに開始する事業年度については、10月31日
までの提出でよいとする経過措置があります。

国　税／9月分源泉所得税の納付 10月11日
国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月17日
国　税／8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）10月31日
国　税／2月決算法人の中間申告 10月31日
国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）10月31日
地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第三期分

納付 市町村の条例で定める日
労　務／労働者死傷病報告（7月〜9月分） 10月31日
労　務／労災の年金受給者の定期報告

（7月〜12月生まれ）10月31日
労　務／労働保険料第2期分の納付 10月31日

（労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

雇用促進税制の「計画」提出期限

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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労
災
保
険
で
は
、
仕
事
中
ま
た
は

通
勤
途
中
で
ケ
ガ
や
病
気
（
傷
病
）

に
か
か
っ
た
労
働
者
の
社
会
復
帰
の

促
進
、
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
（
遺

族
）
に
対
す
る
保
険
給
付
と
併
せ
て

そ
の
遺
族
の
援
護
、
労
働
者
の
安

全
・
衛
生
等
適
正
な
労
働
条
件
の
確

保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

社
会
復
帰
促
進
等
事
業
は
、
①
社

会
復
帰
促
進
事
業
、
②
援
護
事
業
、

③
安
全
衛
生
・
労
働
条
件
等
の
確
保

事
業
の
３
つ
の
事
業
に
区
分
さ
れ
て

い
ま
す
。

●

１
●

社
会
復
帰
促
進
事
業

療
養
に
関
す
る
施
設
及
び
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設
の
設

置
及
び
運
営
そ
の
他
被
災
労
働
者
の

円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

①

労
災
病
院
、
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
せ

き
損
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
運
営

②
　
労
災
委
託
病
棟
の
設
置

労
災
病
院
の
未
設
置
地
域
に
、

労
災
患
者
の
た
め
の
医
療
施
設
を

設
置
し
、
既
存
の
病
院
（
公
益
法

人
の
病
院
）
に
運
営
を
委
託
し
て

い
ま
す
。

③

労
災
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
作

業
所
の
設
置
、
運
営

労
災
に
よ
る
重
度
せ
き
髄
損
傷

者
及
び
両
下
肢
に
重
度
の
障
害
を

受
け
た
者
に
対
し
て
、
医
学
的
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
な
が

ら
元
の
職
場
ま
た
は
有
利
な
適
職

に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
作
業
所
を
設
置
し
、
運
営
し
て

い
ま
す
。（
①
〜
③
、
＊
）

④
　
外
科
後
処
置

手
足
の
切
断
部
の
治
ゆ
後
に
義

肢
を
装
着
す
る
た
め
の
再
手
術
や

顔
面
火
傷
治
ゆ
後
に
残
っ
た
醜
状

の
軽
減
の
た
め
の
整
形
手
術
、
労

働
能
力
の
回
復
な
ど
は
療
養
（
補

償
）
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

が
、
職
業
生
活
や
社
会
生
活
に
復

帰
す
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
そ
の
診
療
は
労
災
病
院
等
に

お
い
て
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑤

義
肢
等
補
装
具
の
購
入
ま
た
は

修
理
に
要
し
た
費
用
の
支
給

労
災
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
労

働
者
で
、
四
肢
喪
失
、
機
能
障
害

等
が
残
っ
た
場
合
は
、
そ
の
障
害

の
程
度
に
応
じ
て
障
害
（
補
償
）

給
付
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

社
会
復
帰
に
は
、
義
肢
、
義
眼
、

眼
鏡
、
車
い
す
、
補
聴
器
、
か
つ

ら
等
の
補
装
具
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
補
装

具
の
購
入
・
修
理
に
要
し
た
費
用

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑥

特
定
傷
病
治
ゆ
者
に
対
す
る
ア

フ
タ
ー
ケ
ア

療
養
（
補
償
）
給
付
は
、
傷
病

が
治
ゆ
し
た
後
に
は
行
わ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
定

の
傷
病
に
よ
り
り
患
し
た
労
働
者

に
対
し
て
、
残
さ
れ
た
労
働
能
力

を
維
持
回
復
し
、
円
滑
な
社
会
生

活
を
送
れ
る
よ
う
に
ア
フ
タ
ー
ケ

ア
（
傷
病
が
症
状
固
定
（
治
ゆ
）

後
の
措
置
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

傷
病
の
治
ゆ
後
で
あ
っ
て
も
、

後
遺
症
状
に
動
揺
を
き
た
し
た
り
、

後
遺
障
害
に
付
随
す
る
病
気
を
発

症
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
必
要
に
応
じ
保
健
上
の
措
置

と
し
て
、
診
察
、
保
健
指
導
、
処

置
、
検
査
、
薬
剤
の
支
給
等
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑦

労
災
は
り
・
き
ゅ
う
施
術
特
別

援
護
措
置

頸
肩
腕
症
候
群
、
腰
痛
、
振
動

障
害
等
の
傷
病
者
で
傷
病
が
治
ゆ

し
、
障
害
（
補
償
）
給
付
の
支
給

を
受
け
て
い
る
被
災
者
の
う
ち
、

は
り
・
き
ゅ
う
施
術
が
必
要
と
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
一
年
以
内

の
期
間
に
お
い
て
、
一
カ
月
五
回

を
限
度
に
労
働
局
長
が
指
定
す
る

施
術
所
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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⑧
　
そ
の
他

職
業
回
復
訓
練
、
長
期
療
養
者

職
業
復
帰
援
護
金
の
支
給
、
振
動
障

害
者
社
会
復
帰
援
護
金
の
支
給
、
振

動
障
害
者
雇
用
援
護
金
の
支
給
等
の

事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●

２
●

援
護
事
業

被
災
労
働
者
の
療
養
生
活
の
援
護
、

被
災
労
働
者
に
か
か
る
介
護
の
援
護
、

そ
の
遺
族
の
就
学
の
援
護
、
被
災
労

働
者
や
そ
の
遺
族
が
必
要
と
す
る
資

金
の
貸
付
に
よ
る
援
護
そ
の
他
被
災

労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
援
護
を
図

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
事
業
と
し

て
、
次
の
援
護
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

①
　
特
別
支
給
金
の
支
給

仕
事
中
の
災
害
ま
た
は
通
勤
災

害
に
よ
り
被
災
し
た
労
働
者
や
そ

の
遺
族
に
対
し
て
は
、
保
険
給
付

に
上
乗
せ
し
て
、
社
会
復
帰
促
進

等
事
業
と
し
て
特
別
支
給
金
（
休

業
特
別
支
給
金
、
障
害
特
別
支
給

金
、
遺
族
特
別
支
給
金
、
傷
病
特

別
支
給
金
、
障
害
特
別
年
金
、
障

害
特
別
一
時
金
、
遺
族
特
別
年
金
、

遺
族
特
別
一
時
金
、
傷
病
特
別
年

金
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②
　
労
災
就
学
等
援
護
費
の
支
給

労
災
年
金
受
給
権
者
や
そ
の
家

族
が
安
心
し
て
学
業
を
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
障
害
等
級
一
級
〜
三

級
の
障
害
（
補
償
）
年
金
、
遺
族

（
補
償
）
年
金
、
傷
病
（
補
償
）
年

金
の
受
給
権
者
ま
た
は
そ
の
家
族

で
あ
っ
て
、
学
資
等
の
援
護
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、

学
校
の
種
別
に
応
じ
て
、
下
記
の

額
（
一
人
当
た
り
の
月
額
）
が
労

災
就
学
等
援
護
費
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

小
学
生
　
一
万
二
千
円

中
学
生
　
一
万
六
千
円

高
校
生
　
一
万
八
千
円

大
学
生
　
三
万
九
千
円

③
　
労
災
就
労
保
育
援
護
費
の
支
給

労
災
年
金
受
給
権
者
や
そ
の
家

族
の
就
労
状
況
を
考
慮
し
、
保
育

を
必
要
と
す
る
未
就
学
の
児
童
を

保
育
所
、
幼
稚
園
等
に
預
け
て
い

る
者
に
、
そ
の
費
用
を
援
護
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
は
、
前
記
２
②
と
同
じ

で
、
支
給
額
は
児
童
一
人
当
た
り

月
額
一
万
二
千
円
で
す
。

④
　
年
金
担
保
資
金
の
貸
付
（
＊
）

労
災
の
年
金
受
給
権
者
の
う
ち
、

子
供
の
入
学
、
結
婚
、
医
療
、
住

居
等
の
資
金
を
臨
時
に
必
要
と
す

る
場
合
に
は
、
労
災
年
金
受
給
権

を
担
保
に
、
年
金
の
年
額
の
一
・

二
倍
以
内
で
、
一
〇
万
円
か
ら
二

五
〇
万
円
ま
で
の
範
囲
で
、
労
働

者
健
康
福
祉
機
構
が
小
口
資
金
の

貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑤

労
災
特
別
介
護
施
設
（
ケ
ア
プ

ラ
ザ
）
の
設
置
、
運
営
（
☆
）

家
庭
に
お
い
て
適
切
な
介
護
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
・
重

度
の
労
災
年
金
受
給
者
の
た
め
に

入
居
施
設
を
設
置
し
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑥
　
労
災
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
☆
）

在
宅
介
護
者
に
対
し
、
介
護
方

法
の
指
導
、
介
護
機
器
や
住
宅
改

造
等
に
関
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
、
各

種
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い

て
の
相
談
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑦

労
災
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

事
業
（
☆
）

在
宅
重
度
被
災
労
働
者
に
対
し

て
、
専
門
的
な
技
術
を
身
に
付
け

た
介
護
人
（
労
災
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
）
を
派
遣
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
（
一
定

の
自
己
負
担
あ
り
）。

⑧
　
そ
の
他

労
災
療
養
援
護
費
の
支
給
、
休

業
補
償
特
別
援
護
金
の
支
給
、
納

骨
堂
の
設
置
・
運
営
等
の
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●

３
●

安
全
衛
生
・
労
働
条
件
等
の

確
保
事
業

業
務
災
害
の
防
止
に
関
す
る
活
動

に
対
す
る
援
助
、
健
康
診
断
に
関
す

る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
そ
の
他
労

働
者
の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
、
保

険
給
付
の
適
切
な
実
施
の
確
保
並
び

に
賃
金
の
支
払
い
の
確
保
を
図
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
次
の
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。

①
　
労
働
災
害
防
止
対
策
の
実
施

②
　
災
害
防
止
団
体
に
対
す
る
補
助

③

健
康
診
断
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、

運
営
（
＊
）

④
　
救
急
薬
品
の
配
布

⑤

未
払
賃
金
の
立
替
払
事
業
の
実

施
（
＊
）

⑥

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
制
度
へ

の
助
成

詳
し
く
は
、
労
働
基
準
監
督
署
、

（
独
）
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
＊
）

ま
た
は
（
財
）
労
災
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

（
☆
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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労
災
事
故
で
ケ
ガ
や
病
気
に
な

り
、
そ
の
治
療
の
た
め
通
院
す
る
場

合
、
労
働
者
の
居
住
地
ま
た
は
勤
務

地
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
片
道
二
㎞

を
超
え
る
通
院
で
あ
っ
て
、
以
下
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
実
費
額
が
通
院
費
（
交
通
費
）

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

①

同
一
市
町
村
内
の
診
療
に
適
し

た
労
災
指
定
医
療
機
関
へ
通
院
し

た
場
合

②

同
一
市
町
村
内
に
診
療
に
適
し

た
労
災
指
定
医
療
機
関
が
な
い
た

め
、
隣
接
す
る
市
町
村
内
の
診
療

に
適
し
た
労
災
指
定
医
療
機
関
へ

通
院
し
た
場
合

③

同
一
市
町
村
内
及
び
隣
接
す
る

市
町
村
内
に
診
療
に
適
し
た
労
災

指
定
医
療
機
関
が
な
い
た
め
、
そ

れ
ら
の
市
町
村
を
越
え
た
最
寄
り

の
労
災
指
定
医
療
機
関
へ
通
院
し

た
場
合

胎児が障害者で生まれたとき

労働者が仕事中に死亡し、１人目を妊
娠中の妻が残された場合、遺族補償年金
の受給権者は妻１人ですが、子供が生ま
れると２人としてカウントされます。

この子が障害者として生まれた場合、
遺族としてカウントされるのは、労災保
険においては、健常者と同様に出生日の
翌月から18歳到達日以後最初の年度末ま
での間です。これは、障害者として生ま
れた場合でも、単に生計を維持していた
とみなされるだけで、労働者の死亡当時
に障害の状態にあるとは認められていな
いためです。

一方、厚生年金保険及び国民年金では、
障害者で生まれた場合はもちろん、健常
者で生まれた場合でも、18歳到達日以後
最初の年度末までに、１級または２級の
障害の状態になれば、20歳まで子の加算
額が加算、その後は妻に遺族厚生年金が、
子本人には障害基礎年金が支給されます。

給付基礎日額の年齢階層別
の最低・最高限度額が変更

平成23年８月（１日）から平成24年７
月（31日）までの間に用いられる労災保険
の年齢階層別の給付基礎日額の最低限度額
及び最高限度額が告示されました（下表参
照）。

これが適用されるのは、療養開始日から
１年６カ月を経過した被災労働者に支給さ

れる休業（補償）給付にかかる①休業給付
基礎日額と②年金給付基礎日額です。

被災労働者にかかる年齢は、①の場合は
は、休業（補償）給付を支給すべき事由が
生じた日の属する四半期の初日、②の場合
は、傷病（補償）年金及び障害（補償）年
金については８月１日における年齢、遺族
（補償）年金の場合は、死亡した被災労働
者が生存していると仮定した場合の８月１
日における年齢です。
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